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教
委
規
則

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
の
認
定
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
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山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
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…

教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
表
義
務
教
育
課
の
項
中
「
や
ま
ぐ
ち
型
地
域
連
携
教
育
推
進
班

経
理
班
」
を
「
や
ま

ぐ
ち
型
地
域
連
携
教
育
推
進
班
」
に
改
め
、
同
表
社
会
教
育
・
文
化
財
課
の
項
中
「
企
画
班

青
少
年

教
育
班
」
を
「
青
少
年
教
育
班
」
に
改
め
、
同
表
学
校
安
全
・
体
育
課
の
項
中
「
学
校
体
育
班

高
校

総
体
推
進
班
」
を
「
学
校
体
育
班
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
表
学
校
安
全
・
体
育
課
の
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二

号
を
第
十
一
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

省
令
第
十
八
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
単
位
の
修
得
方
法
は
、
別
表
第

三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類
及
び
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
有
す
る
こ

と
を
必
要
と
す
る
学
校
の
免
許
状
の
別
に
従
い
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
在
職
年
数
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
含
め
て
同
表
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
最
低
修
得
単
位

数
以
上
の
単
位
を
修
得
す
る
方
法
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
四
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
を
別
表
第
四
と
し
、
別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
三
（
第
七
条
関
係
）

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第

四

欄

第
五
欄

受
け
よ
う

と
す
る
免

許
状
の
種

類

有
す
る
こ

と
を
必
要

と
す
る
学

校
の
免
許

状

在
職
年
数

教
科
に

関
す
る

科
目

教
職
に
関
す
る
科
目

教
科
又

は
教
職

に
関
す

る
科
目

最
低
修

得
単
位

数

教
育
課
程
及
び
指
導
法
に

関
す
る
科
目

生
徒
指

導
、
教

育
相
談

及
び
進

路
指
導

等
に
関

す
る
科

目

各
教
科

の
指
導

法

道
徳
の

指
導
法

保
育
内

容
の
指

導
法

小
学
校
教

論
二
種
免

許
状

幼
稚
園
教

論
普
通
免

許
状

一

七

一

二

一
〇

中
学
校
教

論
普
通
免

許
状

一

七

二

九

一
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中
学
校
教

論
二
種
免

許
状

小
学
校
教

論
普
通
免

許
状

一

七

二

二

一
一

二

五

一

二

八

高
等
学
校

教
論
普
通

免
許
状

一

一

一

一

三

六

高
等
学
校

教
論
一
種

免
許
状

中
学
校
教

論
普
通
免

許
状
（
二

種
免
許
状

を
除
く
。)

一

一

二

六

九

備
考一

こ
の
表
に
お
い
て
「
在
職
年
数
」
と
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
お
い
て
、
省
令
第
十
八
条

の
二
の
表
備
考
第
四
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
受
け
よ
う
と
す
る
免
許
状
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
学
校
の
教
員
と
し
て
良
好
な
成
績
で
勤
務
し
た
旨
の
実
務
証
明
責
任
者
の
証
明
の
あ

る
在
職
年
数
を
い
う
。

二

こ
の
表
の
教
科
に
関
す
る
科
目
、
教
職
に
関
す
る
科
目
及
び
教
科
又
は
教
職
に
関
す
る
科
目
の
単
位
の

修
得
方
法
は
、
省
令
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
単
位
の
修
得
方
法
に
準
じ
て
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
の
認
定
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
の
認
定
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
の
認
定
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平
成

二
十
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
二
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条

第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
宇
部
商
業
高
等
学
校
の
項
中
「商

業
科

3

105

情
報
利

用
技
術

科

3

－

」
を

「商
業
科

3

105」
に
改
め
、
「全

日
制
課
程
情
報
利
用
技
術
科
は
、
平
成
27年

度
か
ら
生
徒

募
集
を
停
止
す
る
。

」
を
削
り
、
別
表
の
⚔
の
表
山
口
県
立
岩
国
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
31」
を

「
25」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
田
布
施
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
38」
を
「
46」
に
改
め
、
同
表
山

口
県
立
周
南
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
17」
を
「
22」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
徳
山
総
合
支
援
学
校

の
項
中
「
35」
を
「
38」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
防
府
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
33」
を
「
41」
に

改
め
、
同
表
山
口
県
立
山
口
南
総
合
支
援
学
校
の
項
中

「本
校

3

25

6

3

普
通
科

3

51

産
業
情

報
科

3

8

産
業
科

3

16

下
関
分
校

3

15

6

3

」
を

「本
校

3

25

6

3

普
通
科

3

46

産
業
情

報
科

3

8

産
業
科

3

16

」
に
改
め
、

同
表
山
口
県
立
宇
部
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
65」
を
「
66」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
下
関
総
合
支

援
学
校
の
項
中
「
38」
を
「
33」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
豊
浦
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
27」
を

「
22」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
萩
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
19」
を
「
30」
に
改
め
る
。

二
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


